
議案第６７号資料  街づくり計画部市街地整備課  

 

１ 事 業 名 

所沢市営住宅条例の一部改正 

 

２ 事業の概要 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に

伴い、引用条項について、所要の改正を行うものである。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

法令の改正に伴うものであり、他の自治体においても同様の条例改正を

行っている。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、公営住宅法 

 

６ 事業費及びその財源等 

なし 

 

７ その他 

添付資料 

・新旧対照表 
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新 旧 
 

議案第６７号 所沢市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

（入居者の資格） （入居者の資格） 

第６条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備

する者でなければならない。 

第６条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備

する者でなければならない。 

⑴ 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。

第１４条において同じ。）があること。ただし、次のアからキまで

のいずれかに該当する者（身体上又は精神上著しい障害があるため

に常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが

できず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。）

にあっては、この限りでない。 

⑴ 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。

第１４条において同じ。）があること。ただし、次のアからキまで

のいずれかに該当する者（身体上又は精神上著しい障害があるため

に常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが

できず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。）

にあっては、この限りでない。 

ア～カ 略 ア～カ 略 

キ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成１３年法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防止等

法」という。）第１条第２項に規定する被害者又は配偶者暴力防

止等法第２８条の２に規定する関係にある相手からの暴力を受け

た者で次のいずれかに該当するもの 

キ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成１３年法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防止等

法」という。）第１条第２項に規定する被害者又は配偶者暴力防

止等法第２８条の２に規定する関係にある相手からの暴力を受け

た者で次のいずれかに該当するもの 

(ア) 略 (ア) 略 

(イ) 配偶者暴力防止等法第１０条第１項又は第１０条の２（配偶

者暴力防止等法第２８条の２においてこれらの規定を読み替え

て準用する場合を含む。）の規定により裁判所がした命令の申

立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して

５年を経過していないもの 

(イ) 配偶者暴力防止等法第１０条第１項（配偶者暴力防止等法第

２８条の２において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその

効力を生じた日から起算して５年を経過していないもの 

 ⑵～⑹ 略  ⑵～⑹ 略 

２ 略 ２ 略 
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